
1.趣旨

「未来投資戦略2017」（平成29年6月9日閣議決定）等に基づき、地方公共団体に

よる上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進する
観点から、PFI法を改正し（平成30年8月1日施行）、当該事業に有する債務を運営

権対価で繰上償還する際に、時限措置として、特例的に補償金の免除を行うこと
で、今後の横展開の呼び水となる先駆的取組を支援する。

2.支援対象事業

「先駆的取組」として、運営権者が
①事業期間中の更新投資に責任を持ち、
②事業開始時に運営権対価（注１）を一括払い（注２）するコンセッションであって、
③以下（イ）又は（ロ）のいずれか、及び（ハ）の要件を満たす上下水道事業
（イ）人口減少：「将来推計人口」が大きく減少（団体区分別で全国平均以上減少、

又は全団体区分合計の全国平均以上減少）する地方公共団体の地方公営企業
が行う事業

（ロ）厳しい経営環境：「企業債残高対給水収益比率（企業債残高対事業規模比率）」、
「有形固定資産減価償却率」又は「管路経年化率（管渠老朽化率）」のいずれかが
類似団体平均以上の事業

（ハ）自助努力：「料金回収率（経費回収率）」（注３）が類似団体平均以上（注４）の事業

（注１）運営権対価には、ＰＦＩ法第20条に基づく建設費等負担金を含む。以下同じ。
（注２）一括払いには、ハイブリット型の運営権対価の一回目の支払い（一括一時金と残額分割払いを

組み合わせた支払方法をいう。）を含む。以下同じ。
（注３）流域下水道事業については、「営業収益÷汚水処理費（公費負担分除く）×100」により算出。
（注４）応募申請時点では類似団体平均未満だが、応募申請後、類似団体平均以上に料金引き上げが

確約された事業を含む。この場合、上記（ロ）について企業債残高対給水収益比率
（企業債残高対事業規模比率）を適用するときは、料金引き上げ後に、類似団体平均以上であることが必要。

4.支援対象債権

○ 支援対象事業に係る公営企業債のうち、金利３％以上で財政融資
（旧資金運用部）資金（注）が引き受けているもの。
（注）地方公共団体金融機構（旧公営企業金融公庫）資金についても、同様の支援を講ずるよう

政府から要請。

○ 一括払いで受け取る運営権対価の額を、補償金免除繰上償還の上限とする。
○ 区域や施設を限定してコンセッションを導入する場合には、当該コンセッションの
事業範囲に係る債権に限定して支援。

3.支援対象期間

○ 平成30年度から平成33年度までの４年間の時限措置とし、当該期間内に
実施方針条例を制定（議会で議決）。
平成30年度から平成35年度までの間に実施された繰上償還。

（注）平成29年度において既に条例を定めている場合は、平成30年度から平成32年度までの間に
事業を開始した場合も対象。

○ 早期の案件形成促進の観点から、平成31年度までに実施方針条例を制定した
場合は対象債権の全額、平成32年度及び平成33年度に実施方針条例を制定した
場合は対象債権の２分の１を上限として、繰上償還を認める。

5.貸付の停止

○ 支援対象事業の範囲について、繰上償還を実施した年度の翌年度から３年間、
財政融資資金の新規貸付停止。

6.経営改善計画の策定

7.経営改善計画の執行状況のフォローアップ

○ 内閣府等は、計画期間中、毎年度、計画の執行状況を確認する。
○ 計画期間途中で目標未達成が見込まれる場合、内閣府等は地方公共団体に対し、
必要な指示等を行う。また、地方公共団体は運営権者に対し、状況に応じて、PFI法
第28条に基づく指示等を行う。
それでも計画が誠実に実施されていない場合、財政融資資金の貸付制限を行う

場合がある。
○ 計画最終年度に目標の未達成が確定した場合、財政融資資金の貸付制限を行う
場合がある。

8.財源

○ 財投特会の財務状況等を踏まえ、補償金免除に要する額について、地方公共団
体金融機構の管理勘定の公庫債権金利変動準備金を活用。

上下水道コンセッション推進のための補償金免除繰上償還

○ 地方公共団体は、運営権者を公募し、公募プロセスにおいて複数社から
経営改善計画の提出を求めた上で、運営権者を選定。選定した民間事業者
（運営権者）の提案を踏まえて５年間の経営改善計画を策定。キャッシュフロー
改善目標（営業損益＋減価償却費）について、コンセッション導入前の実績値より
コンセッション導入５年後の計画値が改善されている場合は内閣府等が計画承認。


